
令和 5・6年度競争入札参加資格審査申請書の提出について 

（建設工事、測量・建設コンサルタント等） 

 

１ 資格申請をできる者の範囲 

申請できる方は、次に掲げる要件に該当することが必要です。 
（１）申請書を提出する日において、建設工事業者にあっては建設業法に基づく建設業の許可を受け、かつ、

同法第２７条の２３第１項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けている方。また、測量・調

査・建設コンサルタント等業者にあっては測量法、地質調査業者登録規程、建築士法又は建設･補償コンサ

ルタント登録規程に基づく登録を受けている方。ただし、建設工事の施工に付随する試験、調査等で法令

に基づく登録を要しない方は除きます。 

（２）申請時点において、納期限の到来した市税等を完納している方。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない方及び同条第２項に該当し、その事実があった後

２年を経過した方。 

（４）建設業者については、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入している方。 

ただし、雇用保険については、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義

務、健康保険については、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務、厚

生年金保険については、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

が無い方は除きます。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない方。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契 

約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

方。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している方。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員の利用等をしている方。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している方。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している方。 

 

２ 申請期間 

令和５年１月１６日から２月１６日までの期間（土・日・祝日を除く）。 

※事務処理の関係上、できるだけ早期申請にご協力ください。 

なお、令和５年５月８日より、年度途中においても随時受付いたします。 

 

３ 申請方法 

受付期間中にインターネットによる申請(以下「電子申請」という。)を行った後、必要書類を提出してく

ださい。 

※データ送信及び必要書類提出の両方が申請期間内にされない限り、申請したものとは認められません。 

 

４ 電子申請 

  市ホームページ内から入札参加資格申請システムに入り、電子申請を行ってください。 

(システム稼働時間:土・日曜日及び祝日を除く平日の午前 8時 00 分から午後 8時 00 分まで) 

 

 

 



５ 書面(必要書類)の提出 

○は必ず提出する書類、△は該当がある場合に提出する書類（＊は様式あり） 

書類 

番号 
書    類    の    名    称 建設工事 

測量・建設 

コンサル 
 

１ 許可証明書又は登録証明書（写し）  ○  

２ 経営事項審査総合評定値通知書（写し）※１ ○   

３ 委任状（該当者のみ）※２ △ △ ＊ 

４ 技術職員総括表 ○ ○ ＊ 

５ 技術職員名簿※３ ○ ○ ＊ 

６ 決算報告書 直前２年度分 

（個人の場合は確定申告書の収支内訳書） 
 ○  

７ 羽咋市暴力団排除条例に関する誓約書及び役員等名

簿 ○ ○ ＊ 

８ 商業登記簿謄本（コピー可）※４  ○  

 

９ 

納税証明書 市内業者及び市内に営業所がある業者

（市税・県税・国税）※４・５・６ 
○ ○  

納税証明書 県内業者及び県内に営業所がある業者

（県税・国税）※４・５・６ ○ ○  

納税証明書 県外業者（国税）※４・５・６ 
○ ○  

１０ 主観点数用調査票（市内建設業者のみ）※７ △  ＊ 

 

※１ 審査基準日が令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの総合評定値通知書の写しを提出して

ください。 

また、審査基準日が令和４年１０月１日から令和５年９月３０日までの総合評定値通知書の写しについ

ては、建設業許可行政庁から届き次第、随時提出してください。（建設業者の格付点数は年度毎に付与しま

すので、令和６年４月からの格付点数の付与に間に合うよう早期に提出してください。なお、提出が遅れ

た場合は、提出された時点で格付点数を付与します。） 

※２ 委任状は、建設業者にあっては、建設業法上の営業所であって、かつ入札参加を希望する業種について、

許可を受けている営業所についてのみ提出することができます。その場合は、営業所一覧表を添付してく

ださい。 

※３ 記載内容が同様であれば他の様式でも可。（技術職員名簿は申請時点で最新の名簿を提出してください。） 

※４ 商業登記簿謄本・納税証明書は、発行日から３か月以内のものを添付してください。 

※５ コピー可。国税は、様式「その３の３」（法人）様式「その３の２」(個人事業者）。県税は様式「第２号

の３」。（税務署では、納税証明書の電子申請・書面発行を行っています。詳しくは税務署へお尋ねくださ

い。） 

※６ 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の適用

を受けた事業者については、税務署において納税証明書が発行できないため、納税証明書の代わりに「納

税の猶予許可通知書」の写し又は「納税証明書(その 1)」をご提出ください。 

※７ 市内に主たる営業所を置く建設業者のうち主観点数の付与を希望する方は提出してください。 

羽咋市内に主たる営業所を置く業者以外の方に対する主観点数の付与はありませんが、指名停止措置にか

かる主観点数は減点するものとします。（主観点数用調査票を提出する必要はありません。） 

 

６ 有資格者名簿 

参加資格があると認めたときは、競争入札参加資格者として決定し、競争入札参加資格者名簿に登載します。 

 

 



７ 競争入札参加者の資格の有効期間 

【定期申請】令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで 

【随時申請】資格決定の日（受付は令和５年５月８日以降）から令和７年３月３１日まで 

 

８ 問い合わせ先及び書類提出先 

〒９２５－８５０１    

羽咋市旭町ア２００番地 

羽咋市役所総務部企画財政課契約係  

電話 ０７６７－２２－７１６２ 

 

 


